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　オセアニア島嶼国の都市は,「 近代」の産物である。言い換えると,都 市は,同 地

域が西欧を中心 とする単一の分業体制(近 代世界システム)の 中に組み込まれた結果

としてつくり出されたものといえる。本来そこは,親 族関係や地縁関係にある者 どう

しが寄 り集まり日常生活を営むための空間 としてあるのではなく,分 業体制において

果たすべき役割を遂行するために存在する特別な空間である。島嶼 地域がそのような

空間を生み出す歴史的状況におかれたのは,島 じまを訪れていた白人と島民 との交易

や,植 民地化前後にはじまるキ リス ト教宣教師による布教活動なども要因として考え

られるが,直 接的には ドイツ,イ ギ リス,フ ランス,オ ース トラリアなどの植民地に

編入されたことを契機 とする。

　本稿の考察対象であるソロモン諸島(図1)は,1893年 にイギ リスの植民地(名 目

上は 「保護領」protectorate)と なった。当時,ド イツがニューギニア北部とソロモ

ン諸島の一部の島 じまを植民地化 したのを受けて,イギ リスは,自 国領土であったオー
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図1　ソロモン 諸島中部 ・西部

ス トラリアを防衛する目的でソロモン諸島の残 りの地域を領有 した1も したがってこ

の植民地化は,も ともと資源の獲得を目指しておこなわれたのではな く,あ くまでも

西欧列強国の国際情勢を反映した政治的行為だったのである。

11896年に駐在弁務官(resident　commissioner)が 着任 し,イ ギ リスによる実質的な

統治がは じまった。 しかし政府は,当 初,何 をソロモン 諸島の産業として振興させる

べきか,ソロモン 諸島から国際市場へ何を送 り出すか とい うことについて,苦 慮 して

いた。「未開な」 ソロモン諸島民の経済参加を待 っていたのでは植民地経済は成 り立

たないという判断から,白 人経営によるココヤシ農園やゴム農園の開発を積極的に奨

励 した(Bennett　 1987:103)。 しかし,19世 紀後半期の ソロモン諸島は,と くに西部

地域と中部地域を中心に,首 狩 り襲撃や部族間抗争が頻発するところとして白人の間

に知られていた。そのことが白人の投資をためらわせていると判断した政府は,キ リ

ス ト教宣教師の布教活動を支援するとともに,首 狩 り襲撃に積極的な村々を焼き討ち

し,政 府の武力を島民にみせつけ(Zelenietz　1983:104),開 発投資のための環境整備

につとめた。

　植民地時代におけるソロモン諸島の経済開発は,政 府のコソトロールのもとで,外

国資本によるココヤシ農園事業(生 産,輸 出)を 中心に,主 として白人投資家によっ
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て展開された。それを契機に,ソ ロモン諸島は確実に国際的な分業体制の一部を構成

し,い わゆる 「辺境」2)としての役割を担 うようになったのである。

　ソロモン 諸島民は,ナ マコ,タ カセガイ,シ ンジュガイ,ベ ッコウなどを採取し,

白人との交易をおこなっていたが,植 民地政府による人頭税の課税と白人が経営する

農園での低賃金労働を通 じて搾取されるようになった。植民地体制は島民の経済的 ・

社会的利益をまったく考慮していなかった。そのことは,人 頭税が決 して島民に還元

されなかったという事実や,農 園労働条件の劣悪さ3)な どから明らかである(フ ィフィ

イ/キ ージング1994:219-221)。 同時に,ソ ロモン諸島民が西洋的文物を欲 してい

た とい う現実 もあ り,農 園労働を含めた開発への従事はこの欲求を充足させるための

数少ない手段であった。

　太平洋戦争後の植民地政府,お よび独立(1978年)後 のソロモン 諸島政府は,輸 出

指向型産業構造を確立するために,農 林水産業に関係する外国企業の進出を積極的に

受け入れると同時に,ソロモン 諸島民による小規模開発も奨励 した。戦後,ソ ロモン

諸島民にとっても,生 活物資,社 会制度(と くに子 どもの教育)両 面にわたって近代

的なものへの欲求を充足させるためには現金が必要であり,そ れゆえ村社会4)の 人び

とは開発に関わ りをもとうとしてきた。その点で,植 民地化(近 代)以 降,開 発を指

向する姿勢は,基 本的に政府 と一般のソロモン諸島民(独 立後は国民)と の間で一致

する。 しか し実際には,コ コヤシ農園などの経済開発は続いているものの,伝 統的土

地権をめぐる紛争の多発などにより,全 般的にソロモン 諸島の経済開発は進展 してい

ない(関 根1999)。

　 「近代」の産物 としての都市は,冒 頭で述べたように分業体制において果たすべき

役割を遂行す るための空間である。それはつまり,都 市は,経 済開発によって生み出

されるものを外の世界へむけて送 り出すための 「貯蔵庫」(entrepot)(Hauser　 1965:

36)と して発展することを運命づけられた空間とい うことである。それでは,ソ ロモ

ン諸島が 「近代」 という時代に組み込まれたがゆえに実在するようになった都市 と経

済開発は,独 立後の今日において,ど のような相互関係を維持 しているのであろ うか。

その点をとくに都市住民のあ り様に注目しながら明らかにすることが,本 稿の目的で

ある。

　本稿の構成を簡単に述べておくと,続 く第1節 では,今 日のソロモン諸島における

支配的な開発言説である 「持続可能な開発」が,ど のように村社会の人びとや政府な

どによって 「使われている」かについて述べる。第 皿節では植民地時代における都市

住民のあ り様について述べ,そ の後第皿節において,今 日の都市住民の姿を,村 社会
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における生活様式 との関係の中で明らかにする。そして最後に,第1節 で述べた経済

開発の言説に関する現状と今日の都市住民の姿との相互関係について考察を加え,結

論とする。

Ⅰ　 現代における開発一 自然環境のイデオロギー

1　島民と経済開発

　筆者が,ソ ロモ ン諸島西部にあるチョイスル島シロヴァンガ地区に滞在 していた

1994年12月 のことである。その頃,同 地区に属する複数の土地所有集団5)に対 して,

韓国系企業が商業伐採事業用地の賃貸借契約を打診 してきていた。同企業は,す でに

1990年頃から同島の他地域で操業 してお り,そ の打診は事業拡大の一環であった。住

民は,「商業伐採は本当に経済的 ・社会的利益をもたらす ものであるのか。それとも

そのようなことは絵空事にすぎず,逆 に自然環境を破壊 し,約 束を反故にするだけで

あるのか」とい う点の判断に苦慮 していた。折 しもその場に居合わせた筆者は,何 度

も彼らからその話をきかされ,「 相談」を受けることになった。その韓国系企業の過

去の操業に関して,あ る土地所有集団の政治 リーダーは,次 のように述べていた。「伐

採企業がチョイスルにはじめてやってきたとき,彼 らはお金で土地所有集団の人びと

を惹きつけようとした。企業はよい道路,ク リニック,近 代的な住宅,学 校の建設を

約束 した。人びとはその言葉を信 じて伐採を許可 した。しかし伐採が始まってみると,

それ らの約束は実行されず,自 然環境や生活環境の悪化とい う現実だけが残された」

(SIDT　 1991:9)。

　ソロモン 諸島民の約90パ ーセソトは,い わゆる村社会に居住 し,熱 帯林や リーフ,

河川など,周 囲の自然環境を利用した自給 自足的な生業活動を送 っている。たとえぽ,

伝統的制度に基づき相続 した土地(慣 習地customary　 land)で の焼畑耕作,リ ーフ

周辺でおこな うアジやベラなどの漁携活動,コ コヤシ,パ イナ ップル,バ ナナ,パ パ

イヤ,マ ンゴー,カ ナ リウムナッツなどを栽培(あ るいは採取)す る活動などが,そ

れに含まれる。耕作される作物は,タ ロイモ,ヤ ムイモ,サ ツマイモ,キ ャッサバ,

緑黄色野菜,豆 類である。また,熱 帯林は,そ のような焼畑耕作以外にも,家 屋材,

カヌー材,狩 猟や漁携用具の材料,薬 草などの採取などにも利用 され,村 生活のさま

ざまな部分と結びついている。

　 しか しその一方で,現 在の村社会では現金を必要とする機会 もみられる。村社会に
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はたいてい地元村民が経営する 「よろず屋」風の小規模商店がいくつかあ り,米,塩,

砂糖,イ ンスタソトラーメン,ビ スケットなどの食品や,鍋,皿,ポ ット,洋 服,布

などの雑貨類などを販売している。それらは村の日常生活に不可欠なものぽか りであ

り,特 定の世帯や個人だけを対象にした特別な商品というわけではない。そして,基

本的にそれらは輸入品であ り,現 金でなければ入手できない。さらに,そ のような西

洋的物資だけでなく,子 どもの学校教育のためにも現金は必要である。 ソロモン諸島

に義務教育制度はないが,7歳 児のほとんどは小学校へ入学する。原則として教育費

は親の負担となるため,そ の費用を捻出する目的で,ホ ニアラや州都における賃金労

働を求めて村を後にする人も少なくない(関 根1997)。

　 このように,ソロモン 諸島の村社会では,自 給自足的な生業活動が経済の根幹にあ

るものの,生 活の中に占める貨幣経済の割合 も徐々に増加 している。エスコバルは,

開発をある国や地域に定着させる戦略のひとつに,「開発の発明」をあげる。それは,

開発の対象となる国や地域の人び とが,低 開発,栄 養不良,低 識字率など,近 代社会

における 「異常」を認識することであるという(Escobar　 1988:428-432)。 上で述べ

た村社会の現状は,西 洋的物資や教育機会などの不足あるいは欠落を 「異常」な状態

と考えることから生 じている。ゆえに,そ れらを得るために 「開発が必要」なのであ

る。言い換えれば,村 民自身が開発の必要な状況を再生産 し続けているともいえる(関

根n.d.)。

2　ソロモン 諸島における 「持続可能 な開発」

　1990年代に入 り,ソ ロモン諸島の主要輸出品は,そ れまでの水産加工品やコブラに

代わ り,丸 太や製材などの林業ヘシフトした。1996年 度における総輸出額の55.8パー

セソ トは林業関係であ り,そ の輸出の増加にともない,貿 易収支は約4,700万 ソロモ

ンドル(約14億 円)の 黒字を計上 した(CBSI　 1997:28-29)。 しか しなが ら,林 業の

成長と軌を一にして,同 国における著 しい熱帯林の減少や,伐 採事業に土地を貸与す

る土地所有集団と企業との間にさまざまな トラブルが発生 している。その典型は,自

給用焼畑用地の伐採や,海 や河川(生 活用水)の 汚染 という,村 生活の維持に密着 し

た自然環境問題としてたちあらわれるものである。また,企 業側が契約内容を忠実に

履行 しないことへの不満 として問題が発生す ることも,稀 ではない(e.g.　Sekine

1998:12-21)。 同国における林業の問題についてボーアは,「 現法は,違 法行為をお

こな う伐採企業あるいは木材権の売却者(通 常は親族集団の成員)の 発生を防止する

ための法律はあるものの,そ れを実際に運用するシステムと人材が欠落 しているため
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に,機 能 していない」〈Boer　1992:92-93)と 述べている。またそれに関連 して,ソ

ロモン諸島中央銀行は次のように指摘する。

　 「林業分野における主要な問題は,前 年度(1995年 度)の 報告において指摘 した点

と同じであ り,現 在も未解決のままである。それは,森 林資源の持続可能な伐採,自

然環境の破壊,外 国系伐採企業に対す る優遇税制によって引 き起 こされている」

(CBSI　1997:16)。

　外国系企業による商業伐採の拡大をめ ぐり顕在化 した自然環境問題を契機として,

近年,持 続可能な開発(sustainable　development)と い う概念が,同 国における理想

的な開発として位置づけられるようになった。それは,主 に開発(文 脈によっては反

開発)関 係のNGO6)を 通 じて同国にもちこまれたものであるが,　NGOだ けでなく,

政府や一般国民もおしなべてこれを支持する。

　 もともとこの概念は,1974年 の 「環境 と開発に関するココヨク宣言」ではじめて使

われ,環 境 との調和をはか りながらおこなう開発をさす用語 として,国 際機関で多用

されるようになった。その後,1984年 に発足 した国際連合の 「環境 と開発に関する世

界委員会」(通称 ブルントラント委員会,以 下 この名称を用いる)は,1987年 に発表

した報告書において,持 続可能な開発を,現 在の世代だけでなく将来の世代における

開発欲求を満たすために不可欠な理念 として位置づけた。

　 「持続可能な開発とは,天 然資源の開発,投 資の方向,技 術開発の方向付け,制 度

の改革がすべてひとつにまとまり,現 在および将来の人間の欲求と願望を満たす能力

を高めるように変化してい く過程をいう。持続可能な開発の究極の目標は,貧 困の減

少である。貧困を取 り除 くための十分ではないに しろ必要条件となるのは,全 地球的

な経済成長の活性化である。これは実際には,工 業国と途上国双方におけるより急速

な経済成長,途 上国製品の市場における自由な流れ,低 金利,大 規模な技術供与,商

業資本のより大 きな流れを意味 している」(環 境 と開発に関する世界委員会1987:

69-70,76,96,117-118)

　 ブルン トラソ ト委員会の報告以後,開発理念の抜本的改革へ向けた世界的な流れは,

1992年6月 の地球サ ミットにおけるい くつかの行動計画の採択を通 じて,現 代そして

未来の開発を考える際の不可欠な理念となった7㌔

　ソロモン 諸島において語 られる 「持続可能な開発」(以下,ソ ロモン諸島におけ る

持続可能な開発を,ブ ルソトラソト委員会などが提起するものと区別するため,「 」

をつけて表記する)も,自 然環境の維持と経済開発を両立させようとする点では,ブ

ルソ トラソト委員会が述べる内容と共通性をもつ。 しか しソロモン諸島民は,少 な く
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ともその概念の中に 「急速な経済成長」や 「商業資本のより大きな流れ」などの意味

を込めてはいない。彼 らは,「 自然環境 との調和を保ちながら現金収入源を創出する

こと」,あ るいは 「外国資本に依存せず,地 元住民 と山,川,海 との結びつきを維持

しながらおこなう開発」 という意味でそれを用いる(関 根1998:139)。

　ソロモン 諸島民は,自 然環境が自給自足的生業活動を通 じて自分たちの 日常生活と

密接に関わ っているだけに,そ れが開発のキーワードであることを明確に認識する。

しかし彼らは,「 自然環境」 という言葉を開発事業の健全性を証明する手段として用

いるだけでなく,逆 に土地の荒廃,海 や川の汚染,お 金が入って くることによる人心

の荒廃などを理由に,開 発事業の不当性を主張するために用いることもある。つまり

彼らは,こ れら2つ の対立する立場を,開 発事業を 「やる⊥ 「やらない」(あ るいは

「やらせない」)と いった個人的 ・集団的意志を正当化するための合理的な理由とし

て,文 脈に応 じて使い分けているのである(関 根1998:143)。 本節の冒頭で述べた

チョイスル島シロヴァソガ地区のエピソー ドの中で,現 地の人びとが韓国系企業によ

る商業伐採事業 と自然環境の保全 との関係をどの ように評価すべきかで苦慮する姿

は,ま さに 「自然環境」が経済開発を考える際のキーワー ドであることを,明 確に示

している。

　経済開発と自然環境 とを関連づけるそのような見方は,NGOやNGOの 啓蒙活動

の影響を受ける多 くの一般国民だけのものではない8も政府は,国 民の貴重な財であ

る森林の保全と国家経済に貢献する森林利用双方の両立を,森 林政策の根幹にすえて

いる(Forestry　 Division　1989:6;SIAC　 l997:38-40)。 つま り,自 然環境に配慮 した

経済開発の実現を 目標にしているのである。具体的に政府は,一 般国民(村 社会の住

民)自 身でできる小規模伐採 ・製材事業を,NGOに 資金援助する形で積極的に奨励

してもいる。 しか し実際には,政 府が許可す る外国資本の商業伐採によって森林資源

が過剰に伐採された り,植 林の不履行,海 や河川の汚染,焼 畑用地の減少などの問題

が重層的に発生 している。そのため,国 民の間には,経 済開発,と くに外国資本によ

る商業伐採に対する不信感が広がっている。つまり,国 家と国民の間に開発観の一致

はみられるものの,その開発観と実践との間に大きな隔た りがあるとい うことである。

しか し,そ のことによって,近 年 さらに一層,政 府や国民は 「持続可能な開発」の重

要性を強調するようになったともいえる。1997年8月 に発足 したウルファアル(B.

Ulufa'alu)政 権は,そ のような状況に対 し,現 行の森林法を改正 して,一 般 国民に

よる林業部門への参加を促進し,森 林資源の持続可能な管理を可能にする体制を確立

する政策を打ち出している(Solomon　 Star,20　October　1998;270ctober　 1998)。
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　このように政府は,「持続可能な開発」をソロモン 諸島がおこなうべき開発 として

強調し,そ れを政策の形で公表 しているが,外 国資本におる大規模な開発も部分的に

「持続可能な開発」に含めてお り,そ の点においてNGOやNGOの 影響を受けた

住民の意見との間に くい違いがみられる。政府は,開 発事業の中に自然環境に配慮す

る姿勢が具体的に認められることを重要視するのである。つまり,政 府にとっても,

自然環境の保全はつねに政策の正当性を主張する根拠 となる。

　 「持続可能な開発」は,政 府の政策や人びとの語 りなどにあらわれる,ソロモン 諸

島全体で共有された開発の理念 といえる。他方,そ の 「持続可能な開発」は,開 発の

文脈において,そ れを用いる主体の政治的立場に応じて 「使い分け」られる。そのこ

とは,国 家 レベル,村 レベルを問わず,開 発に関するさまざまな判断は,「持続可能

な開発」の下にあるかぎり,い かなる内容であっても正当化され うることを示す。現

代におけるソロモン諸島の経済開発は,こ のような自給自足的生業活動の維持を根幹

に据えた 「自然環境のイデオロギー」に貫かれているのである(関 根n.d.)。

Ⅱ　 ホ ニ ア ラ とホ ニ ア ラ住民

　さて次に,本 稿におけるもうひとつの主要課題である都市の今 日的あ り様について

考察する。その際,と くに,ソロモン 諸島の首都ホニアラ(Honiara)に 住む人びと

(ここでは,主 としてメラネシア系,ポ リネシア系住民に限定する)が,首 都 と出身

の村社会の2つ の空間とどのような 「距離感」を保とうとしているのかとい う点に注

目する。

1首 都ホニアラの成立

　 ホ ニア ラ(Honiara,図2)は ソ ロモ ン諸 島 で唯 一 の都 市 的 空 間 で あ る。 面 積 は22

平 方 キ ロ メ ー トル で,そ こ に全 国 人 口36万1,433人(1994年 政 府 推 計)の 約12パ ーセ

ソ トに相 当す る4万4,272人(同 推 計)が 暮 らす9も ホ ニ ア ラに は,ソロモン 諸 島 の立

法,行 政,司 法 に 関わ る公 的 諸 機 関 が集 中す るだ け で な く,チ ャイ ニ ーズ ・ス トア を

中心 とす る小 規 模 の 「よろず 屋 」 風 店 舗 や ス ーパ ー マ ー ケ ッ トな どが 建 ち並 ぶ商 業 の

中心 地 で もあ る。 また,6階 建 て を最 高 とす る い くつ か の 商 業 ビル が,町 の 中心 部 に

集 中的 に立 ち 並 ぶ。 平 日の朝 と夕 方 に は通 勤 車 両 や タ ク シ ーの長 い列 が で き,砂 塵 を

巻 き上 げ なが ら メイ ソス ト リー トを行 き交 う。 それ らの 光 景 は,ホ ニ ア ラが ま ぎれ も

な く 「近 代 都 市 」 で あ る こ とを,ソロモン 諸 島民 に実 感 させ る。
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図2　 現在 のホニアラ(土 地利用 図,[HTC　 1988]よ り筆者作成)

　ホニアラは太平洋戦争後につくられた町である。1896年 にイギ リスがソロモン 諸島

における実質的な植民地統治を開始 してからの約50年 間,首 都はホニアラの北東約

40kmに あるツラギ島(Tulaghi)で あった(図1)。 戦前のホニアラ地域には,マ タ

ニコ村という地元住民の村とその村の住民が親族集団単位で所有する熱帯林,そ れに

白人が経営するココヤシ農園が広がるだけであった(Bellam　 l970:70)。

　 1942年に,日 本軍がショー トラソ ド諸島,ツ ラギ島,ガ ダルカナル島北部を占領 し,

ガダルカナル島に空港を建設したことをきっかけにして,ソ ロモン諸島は太平洋戦争

の主要な舞台のひとつとなった。そして,戦 争を機にすべての行政官がオース トラリ

アへ避難してしまい,1942年 から1944年 までの間,事 実上,植 民地行政は崩壊 してい

た。その間,首 都 ツラギは日本軍によって徹底的に破壊され,白 人が経営するココヤ

シ農園なども放置されるままとなった。

　戦後,植 民地政府は,戦 争中にアメリカ軍が現在のホニアラ東部ルンガ地区に建設

したベースキャソプのバラックを庁舎 として利用することで,ソ ロモン諸島統治を再

開した(Tedder　 1966:36)。 それが現在の首都ホニアラのはじま りである。その時点

におけるホニアラの利点は,そ のような施設があることに加えて,日 米間で争奪の対

象 となった空港があることであった。しか しその反面,当 時のホニアラには大型船舶

の寄港できる港がなく,港 湾整備にかな りの費用を費やす必要があった。だが,戦 後

の混乱期において,海 外から首都の復興資材を運搬する船舶を調達することも容易で

はなく(Robson　 1956:410),ア メ リカ軍の施設を転用するしか行政機能を回復させ

る方法はなかったのである。
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2　 ホニアラ住民の還流

　 1959年 に お こなわ れ た 人 ロ調 査 に よる と,ホ ニア ラの 総 人 口は3,534人 で,そ の う

ち メ ラネ シ ア人(2,618人)と ポ リネ シ ア人(185人),そ して キ リバ ス系 移 民(14人)

を あわ せ た ソロモ ン諸 島民 が 約80パ ーセ ン トの2,817人 で あ った(Tedder　 1966:37)。

彼 らの大 半 は,独 身 も し くは 家 族 を 出身 地(主 と して マ ライ タ 島)に 残 して きた単 身

赴 任 の男 性 で あ った。 そ の傾 向は1965年 に お いて も変 わ らず,同 年 にお け る独 身 また

は 単 身 者 の 割 合 は ホ ニ ア ラ総 人 口の 約85パ ー セ ン トに達 し て い た とい う(Bellam

1970:81)(表1)。

　 この状 況 に は,ホ ニア ラにお け る著 しい住 宅 難 が 関 係 して い た。 す で に述 べ た よ う

に,ホ ニ ア ラは 太平 洋戦 争 後 の 施 設 の都 合 に よって 首 都 に な った地 域 であ るた め,も

と も と首 都 機 能 に 見合 う施 設 や 労 働者 用 の住 宅 な どは な く,す べ てが ゼ ロか らの 出 発

で あ った 。 と くに,1955年 か ら1967年 まで の時 期 に 急 激 に増 加 した イ ギ リス か らの 援

助 に よって,イ ン フ ラス トラク チ ャーの整 備 や 行 政 機 構 の拡 充 が はか られ,土 木 建 設

作業 を お こ な う労 働 力 に 対 す る需 要 が高 ま った(Hughes　 l969:19)。 ホ ニ ア ラの 建 設

当 初,マ ア シ ナル ール運 動 に よ っ て捕 らえ られ た 服 役 囚 な どが 労役 と して土 木 作 業 を

お こ な っ て い た が(フ ィ フ ィイ/キ ー ジ ソ グ1994:145-146),1950年 代 以 降,ソ ロ

モ ソ諸 島 で最 も人 口の 多 い マ ラ イ タ島 民 を 中心 に,ソ ロモ ン諸 島 各地 か ら賃 金 労 働 を

求 め て人 び とが 集 ま る よ うに な った 。 メ ラネ シア系 お よび ポ リネ シア系 の 「ホ ニ ア ラ

住 民 」 が 出現 した の は,ま さに こ の時 期 で あ る。

　 ホ ニア ラ住 民 の た め の住 宅供 給 は,政 策 と しては1962年 の 都 市計 画 に おい て示 され

表1　 1959年 と1965年 に お け る ホ ニ ア ラ人 口

ソロモ ソ諸島民

　メラネシア系

ポ リネシア系

キ リバ ス系

　 計

ヨ ー ロ ツ パ 人

中国系移民

その他

計

1959年

男

2,152

　137

　 8

2,297

女

466

48

　 6

520

計

2,618

　 185

　 14

2,817

201 162 363

139 127 266

46 42 88

3,534

1965年

5,469

624

414

145

6,684

出 所:Tedder　 1966:37;Bellam　 l970:79よ り筆 者 作 成 。
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た ソ ロモ ン諸 島 民 居住 区 の設 置 に は じま る。 それ は,ホ ニ ア ラ地 域 内 の2ヵ 所 に ブ ッ

シ ュの 資 材 を 使 っ て 家 を 建 て,労 働 者 用 の 家 屋 とす る こ とで あ った(Bellam　 1970:

77)。 そ れ まで は,基 本 的 に は雇 用 主 が 労働 者 の 住 宅 を 用意 す る とい う原 則 で 対 処 し

て きた が,そ れ も この 頃 に は 飽 和 状 態 とな っ て い た。1967年 に は 約200軒 の住 宅 が 不

足 して い た とい う(Hughes　 1969:20)。1970年 に住 宅 公 団 が設 立 され た が,イ ンフ レ

に よ って 建設 コス トが 跳 ね上 が り,事 実 上,ほ とん どの ソ ロモ ン人 に は手 の届 か な い

もの で あ った(Nage　 1987:95-96)。 他 方,植 民 地 政 府 は,白 人 行 政 官 の 宿舎 整 備 に

重 点 的 に 予 算 を配 分 してお り,1967年 に おけ る住 宅 関 連予 算 の約50%は 白人行 政 官 の

ため の もの で あ った とい う(Bellam　 1970:73)。

　 こ う した 住 宅事 情 に もか か わ らず,ホ ニア ラ住 民 は 増 加 の一 途 をた ど った。1967年

に約7,000人,68年 に 約8,500人,70年 に 約1万1,000人,76年 に は 約1万5,000人 に達

した 。1959年 か らの17年 間 で,約5倍 に 膨 ら ん だ こ とに な る(Hughes　 1969:19-20;

HTC　 1988:16)。 地 方 の村 か ら ホ ニ ア ラへ 出 て くる人 び とは,主 に現 金 収 入 か 就 学 の

い ず れ か を 目的 と して い た。 これ らには,「(外 来 の もの に よ って構成 され る)都 市 へ

のあ こがれ 」 とい う要 素 も付随 し うる(cf.　 Belshaw　 1963)。

　 現 金 収 入 を求 め てや って く る人 び との ほ と ん どは,学 歴 や 技 術 を もた な い未 熟 練 労

働 力 で あ った。 ホ ニ ア ラ人 口の約70パ ー セ ン トの 人 が それ に相 当 し,短 期 契 約 の単 純

労 働(主 に建 設 業)に 従 事 した 。1966年 にお け る ホ ニ ア ラ住 民(ソロモン 諸 島民)の

平 均 年 収 は 約360ド ル で あ り,収 入 幅 は240～1,000ド ル で あ った。 そ れ に 対 し,白 人

行 政 官 の 平 均 年 収 額 は 約5,500ド ル で あ り,前 者 の15倍 で あ った と い う(Bellam

l970:81-82)。 当然 の こ とな が ら,ホ ニア ラに お け る 白人 とソロモン 諸 島民 の経 済 格

差 は歴 然 と して お り,そ の事 実 が さ きの 住 宅事 情(生 活 環境)に おけ る格 差 とい う形

で具 体 的 に あ らわ れ て い た。 そ のた め,ほ とん どの ホ ニ ア ラ住 民 は,職 業 上 の 地 位 に

関係 な く,畑 作 業 と漁撈 活 動 を お こな って い た。 それ らは,市 場 に 出荷 して現 金 収 入

を 得 るた め で あ る と 同時 に,自 家 消 費 用 で もあ った。 給 与 所 得 を 補 完す るた め の もの

で あ る とい う点か ら,都 市 住 民 に不 可 欠 な生 業 活 動 で あ った(Tedder　 1966:40)。

　 この よ うに,植 民 地 時 代 に お け るホ ニ ア ラ在 住 の ソ ロモ ン諸 島民 は,政 治的 に は も

ち ろん の こ と,経 済 的 収 入 を 含 め た社 会 生 活 の さ ま ざ まな面 に おい て も 「劣位 」に あ っ

た 。 そ して そ の傾 向 は商 業 活 動 の面 に お いて もみ られ た 。商 業 的 には 白人経 営 の企 業

と中 国系 移 民 の 「よろず 屋 」 型 店 舗 が 中心 で あ った 。 中 国 系移 民 は ホ ニ ア ラで チ ャイ

ナ ・タ ウ ソを 形 成 し,数 多 くの小 売店 を経 営 して いた が,そ れ に加 え て,コ ブ ラ輸 出

や船 舶 に よ る国 内 の物 資 輸 送 業 に も進 出 して いた(Bemett　 1987:306,308)。 そ れ に
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対 して,ソロモン 諸島民による商業活動は,上 記の副業的な畑作物や魚介類の販売以

外,ほ とんどみられなかった。彼らは政府,白 人や中国系移民の企業などに雇用 され

る労働者にすぎず,ビ ジネスの主体は白人や中国系移民であった。このような当時の

状況に対 して,ソ ロモン諸島民の中には,ホ ニアラは白人のための場所なのか,そ れ

ともソロモン諸島民のための場所なのか とい う疑問を抱 き始め る人 もいた という

(Bellam　1970:88)。

　たしかに,ホ ニアラはソロモン諸島で賃金労働の機会を得ることのできるほとんど

唯一ともいえる空間であった。それに加えて,そ こは外来の(西 洋的 ・近代的な)も

のからなる空間であ り,地 方の村社会では経験することのできない教育や医療,娯 楽

などの刺激があった。その反面,ホ ニアラにおける職業上の地位に関係なく,ほ とん

どのソロモン 諸島民はいずれ村へ帰ることを希望していた。この還流性は,ホ ニアラ

におけるソロモン 諸島民の社会的劣性 という植民地の現実に起因する現象として指i摘

することができよう。さらにそれに加えて,出 身地における親族集団の成員との紐帯

を維持 した り,慣 習地に対する伝統的土地権を確実に自分の子どもに相続 させること

や10),都会経験を通 じて得た近代的知識や技術を村における政治的 リーダーシップへ

と転化させる行為,慣 習地を利用 した小規模ココヤシ農園の経営11)な どとも関連す

る。ホニアラ在住のソロモン 諸島民は,最 終的に生活上の安定を,村 における生活,

慣習地でおこなう生業活動を基盤に した生活に求めていたということである。

　 このように,植 民地時代におけるメラネシア系 ・ポリネシア系のホニアラ住民は,

一方で賃金労働を用意する都市の近代的 ・西洋的 「きらめき」に惹 きつけ られ,そ の

ようなものを欠 く村社会から出ていった。他方,ホ ニアラにおける経済的現実,劣 悪

な住宅事情,白 人や中国人との関係における植民地的階層性と出身村における生業的

安定性とい う要因によって,ホ ニアラか ら村社会へ向かう逆のベク トルも存在 した。

戦後の植民地主義の中で,ソロモン 諸島民は都市と村 との間で一方に引き寄せ られ,

そ してつき放 される過程にあった。現金収入 とい う近代的経済行為およびその背景と

なる価値観や植民地社会の現実が,島 民の指向するベクトルの方向に大 きな影響を与

えていたのである。

Ⅲ　 現 在 の ホ ニ ア ラ住 民12)

　ホニアラと村との間における人的移動は,独 立後の今日においてもみられる現象で

ある(表2)。 村からホニアラへ向か う母大の目的は,植 民地時代 と同様に 「現金収
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表2　 ホニアラ/地 方州 間の人 ロ移動(1978～1986年)

¶列 ホ ニ ア ラへ ホ ニ ア ラか ら

ウ ェス タ ソ州

イ サ ベル 州

セ ン トラル 州

ガ ダル カ ナル 州

マ ライ タ州

マ キ ラ州

テ モ ツ州

2,129

　 639

1,057

1,780

5,510

　 595

　 592

17,812

1,724

　 532

　 771

1,343

3,360

　 526

　 361

8,617

注:表 中の数字 は,9歳 以上 の男女が対象。

出所:HTC　 1988:22か ら筆者作成。

入 」(職 探 し)で あ る。 そ の ほ か に は,就 学,ビ ジネ ス(村 で 小 規 模 の よ ろず 屋 風 商

店 を 経 営 して い る人 が 商 品 の 買 い付 け に くる),同 郷 人(ワン トー ク)13)の 訪 問(た

だ し,こ れ は職 探 しを兼 ね て い る場 合 が多 い),病 気 療 養 な ど も,主 要 な移 動 要 因 と

な りうる。 ホ ニア ラに在 住 す る筆者 の知 人(オン トン ・ジ ャ ヴ ァ環 礁 出 身,公 務 員,

1959年 生)は,次 の よ うに 述 べ て い る。

　 「たい ていホニアラに は(定 職 につ いてい る)ワン トー クが いるか ら,村 を 出てホニア

ラへ行 くことにため らい はない。仕事探 しや 同郷人 の訪問を 目的 にホニア ラにや って くる

人は,ど ちらか とい うと骨休め的 に出て くる。若者であれぽ,ホ ニアラで流行 しているポ

ピュラー音楽 のカセ ッ トテープに惹かれ てや って くることもあれぽ,た だ単 に町 にいる友

人に会いた くて出て くることもある。年配者 であれば,ホ ニア ラで働 く自分 の息子や娘,

孫に会 いに来 て しばら く滞在す る。 こ ういった 『何 も仕事 を していない人』 はホニアラに

非常に多 い。彼 らは,滞 在先 の ワン トー クが食事 を用意 して くれ るか ら,仕 事 を しな くて

もと くに困らない。 その意味 で彼 らの生活 は気楽 な ものである。 ある ワン トー クの家か ら

別 の ワン トークの家へ渡 り歩 くことだ ってできる。 しか し,受 け入れる側 の ワソ トークは,

食費や おこづかいの面 で,経 済 的な負担 が増 してい く。 その意味か ら,ホ ニア ラの給与所

得者 の中 で,『何 とな く』村 か ら出て くるワン トー クの滞在に強い不 満を抱 く人 は多い」。

　ホニアラ住民は,概 ね(1)定 職者,(2)居 候(若 者),(3)居 候(年 配者),

(4)学 生に分類できる。村からやってきた人(学 生以外)は,た いていは じめは居

候として食事や宿泊場所を含めた生活のあらゆる面において,定 職をもつワントーク

に寄生する。
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1　 マ ス タ ・ リ ウ(masta　 liu)

上記の(2)居 候(若 者)は,名 目上は職を求めてやってきているのであるが,仲

間どうしでビールを飲み,ギ ャンブルに興 じた り,ク ラブで遊ぶことに専念する者 も

多い。たとえまじめに職につきた くてホニアラへやってきたとしても,実 際の求人数

は非常に少な く,セ カンダリースクール(日 本の学制における中学 と高校に相当)を

卒業 しても簡単には仕事はみつからない。ましては学歴や技術をもたない者であれば,

職につける可能性はさらに低 くなる。 しかし,彼 らはホニアラに居続ける。このよう

に,仕 事につかず(つ けず),た だ毎 日ワン トークに寄生している若者を,ソロモン

諸島のピジン・イングリッシュで 「マスタ ・リウ」という。マスタ ・リウには,ホ ニ

アラの学校(中 学校,高 等学校)を 卒業 した後 も定職につかず(つ けず),出 身の村

へも帰らない若者も含まれる。

　 マスタ ・リウが,村 へ帰らずホニアラに住み続ける理由は,第1に 近代的なものに

囲まれた生活環境に対する 「あこがれ」である。ホニアラには,サ ッカーリーグ,カ

ジノ,ク ラブ,映 画館,ポ ピュラー音楽などの娯楽やアルコールといった村では味わ

えないものがあふれてお り,若 者を惹きつけてやまない。たとえ1度 村へ帰ったとし

ても,同 世代の若者にホニアラの娯楽の話などをきかせて興味をもたせ,再 びその若

者たちと共にホニアラへ戻 ってくる。そして再び,ホ ニアラで定職をもつワントーク

の居候 となるのである。また,ホ ニアラの中学や高校を卒業 してそのまま居続ける若

者や地方の中学校を卒業した若者は,ソ ロモン諸島では比較的高い学歴に属するため,

「洗練された者」(civilized　man)と 自認す る傾 向にある。そ うい う若者は村の生活

に飽きたらず,ホ ニアラへ出ていってしまう。彼 らは,自 分にふさわしい 「洗練 され

た」生活はホニアラにこそ(に だけ)あ ると考えるのである。

　 マスタ ・リウがホニアラにとどま り続けるもうひとつの理由は,「 いつかは職がみ

つかるかもしれない」 という期待感か らである。学歴や手に技術のない者が就職する

には,ホ ニアラにおけるワン トークのネットワークを利用しながら数少ないチャンス

を待つ しかない。たとえぽ,ホ ニアラのタクシー運転手はほとんどがマライタ島民で

あるが,中 国系移民などが経営する会社を除いて,た いていはマライタ島出身者が4

～6台 のタクシーを抱えて営業する個人経営である。経営者 と経営者の ワン トーク(マ

ライタ島民)が 運転手をつとめるのが,一 般的な形態である。欠員ができた場合には,

経営者や従業員の人的ネ ットワークの中から適当な人を選んで補充する。その際・同

郷のマライタ島民以外に話がもちこまれることはまずない。 このようなわずかな機会
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の た め に,マ ス タ ・リウは村 へ 帰 らず と ど ま り続 け る。

2　 定職者 にとってのホニアラ

　ここでいう 「定職者」とは,主 として中央政府やガダルカナル州(ホ ニアラに州都

がある)で 働 く中級以上の公務員や,民 族系,外 資系の企業(農 園会社や水産会社な

ど)に 事務職員もしくは専門職員として勤務する者をさす。彼らの月平均給与額は,

1994年 時点で641ソ ロモンドル(約2万 円)で あった(Ryan　 1997:67)。 彼 らは,通

常,ホ ニアラ地域内外に点在す るス クウォッタース(squatters)と 呼ぼれる居住

域14)に住んでいる人たちを除いて,所 属先が用意す る住宅(一 戸建てかフラット)

か持ち家に住んでいる15もそれらはたいてい,寝 室2つ に リビング兼ダイニングルー

ム,台 所,シ ャワールーム,水 洗 トイレ,ベ ランダを備える。住宅ごとに部屋の広さ

は多少異なるが,概 ね間取 りはみなこのような 「2DK・ バス ・トイレ・ベランダ付」

である。電気,水 道を備えてお り,ガ スにはプロパンガスを使用する。このような住

宅に,定 職者の世帯のほかに,寄 生す るワン トークを含め,常 時約7～10人 の人び と

が暮 らす。

　 さて,ホ ニアラで働く者の中には,い ずれ出身の村へ帰 りたいと考えている者が多

い。それに関する統計があるわけではないが,少 なくともホニアラで定職についてい

る筆者の知人は皆,お しなべて 「7～8割 の人はそう考えているのではないか」と述

べていた。退職後に帰郷するかどうかの選択は,通 常,生 業 との関わ りにおいて成さ

れるものである。ほとんどのホニアラ住民は,自 らが帰属する土地所有集団の土地に

対 して伝統的土地権をもつ。そ して,そ の土地における焼畑耕作を基盤にした自給自

足的生活を送ることを,退 職後の 「理想的な」な姿と考える傾向にある。ホニアラで

は,「町(ホ ニアラ)は 人が一生にわたって住み続けるところではない。今は仕事が

あるからたまたま町にいるが,村 の方が生活自体は快適である。毎日お金の心配をす　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ

る必要もないし,ワン トークの世話に頭を悩ませることもない。村こそが自分たちの

場所である」という主旨の話をたびたび耳にする。現実に,ほ とんどの定職者は,退

職後ホニアラに住み続けるだけの収入源を もたない。たとえ退職後に何 らかのビジネ

スを始めたいと考えても,ワン トークに寄生され続けてきたことや住宅ローンの返済

に追われ,ビ ジネスを興す資金的余裕のないのが現状である。

　 このように,い ずれ出身の村にrUタ ーン」することを前提にホニアラで暮 らし

ているため,ホ ニアラの定職者が自分自身や配偶者の出身地とのつなが りを絶やすこ

とはない。マスタ ・リウの生活の面倒を引き受けることも,そ のあらわれである。ま
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た,年 次休暇(た いていクリスマスに合わせて取る)の 際には必ず帰郷 し,ワ ントー

ク(親 族や同じ村の成員)や 土地 との関係を再確認する。筆者がイン タビューしたあ

る公務員(レ ンネル島出身,1964年 生)は,「 休暇で帰郷するのは,基 本的には 自分

の家族や村の人びとに会 うためである。家族に会い,家 族の畑仕事や家の補修作業な

どに協力 し,村 の人たちと交流す ることは,わ れわれのような都会生活者にはとても

大事なことである。もし村に帰 らないと,村の人びとは私が彼らのことを忘れてしまっ

たといって,非 難するだろう」と述べていた。ホニアラで定職につ く者は,ホ ニアラ

においても村においても,つ ねにワン トークとの関係をできる限 り円滑なものとする

ことに多大な関心を払 うのである。

　 しか し,都 会で長い間生活している人は,た いてい村の生業活動に不得手になって

しまっている。 したがって,定 住を目的に村へ帰っても,す ぐに村の人たちと同じよ

うな生活ができるわけではない。たとえぽ,多 くのソ ロモン諸島民にとって,漁 携は

村で生きていく上で必要不可欠な生業活動である。とくに,島 に可耕地をほとんども

たないポ リネシアン ・アウ トライアーは,漁 携への依存度が極めて高い。したがって,

漁綱の編み方や漁場についての知識 カヌー作 りの技術などは,身 につけておかなけ

ればならない事柄であり,村 に定住するためには,す ぐにもそれらを修得 しなけれぽ

生活に支障が出てしまう。漁掛 よりも農耕を生業の中心 とする社会では,と くに焼畑

耕作に関係する知識や技術が不可欠である。村の生業活動に関するそのような問題は,

退職後に村へ帰ることを 「夢見る」人たちにとっても,そ れをためらわせる要因にな

りうる。

　さらに,同 様の問題は,ホ ニアラに長期間滞在する人たちだけが抱えるものではな

い。マライタ島クワラアエ地域出身のある人物(公 務員,1966年 生)は,他 の多 くの

ホニアラ住民 と同様に,い ずれは出身地へ帰 りたいと考えている。 しかし,帰 った と

ころで,彼 は畑の作 り方も漁の方法 も知らない。その意味で,彼 が村社会に適応する

のは非常に困難である。小学校を卒業する頃までは両親やキョウダイたちと共に畑仕

事をしていたが,中 学校からは寄宿生活で親元を離れ,高 校卒業後す ぐにホニアラで

就職したので,今 ではすっか り忘れて しまっている。年次休暇などで村に滞在 してい

る時に,家 族や親族の手伝いで畑へ連れていかれたとしても,「ただ掘 り棒をもって,

地面にいたずら書きしながら座 っているだけ」の状態になってしまうという。彼によ

ると,こ のような状況にある者は,現 在のソロモン諸島では決して稀ではな く,村 の

生活に適応できないという意味で,今 やソロモン諸島における大 きな問題のひとつに

なっているとい う。
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3ま と め一 都市 と村の 「使 い分け」

　ホニアラと村 との間における人びとの双方向的な流れ(還 流性)は,植 民地時代と

独立後の別な く,太平洋戦争後のソロモン諸島における特徴的な現象のひとつである。

しか し,植 民地時代 と現在の還流性を概観 して明らかに異なる点は,ホ ニアラから出

身村へ向かわせる要因として植民地時代にみられた 「社会的劣性」 という条件がほぼ

消滅 していることである。たしかに経済的には,現 在においても中国系の人びとが圧

倒的に優位に立っている。 しか し独立後,少 数の白人行政官を除いて,メ ラネシア系

の人びとが行政や立法に関する分野をほぼ独占したことで,彼 らが社会的優位を確保

するに至 った16も

　 また,村 社会に暮らす人びと(と くに若者)は,コ ブラ生産以外にめぼ しい現金収

入源のない村を離れ都会へ向かっても,た いてい都会の経済的現実に直面 しマスタ・

リウとなる。それでも彼らの多 くは,村 へ帰らず都会に居続ける。つまり,今 日,都

会における経済的現実は彼らを出身村へ向かわせる(引 き戻す)要 因とはならないの

である。その点も,独 立後における還流の特徴 として指摘できよう。む しろ,そ のこ

とが還流の主要因となるのは,ホ ニアラで定職についている者であ り,比 較的収入に

恵まれている者の方が出身村へ戻ることを強く希望する。彼らは,収 入(給 与の)額

において経済的苦痛を覚えるというよりも,ワン トークに寄生されることから生 じる

支出額の多さに苦痛を感 じている。さらに,出 身村における自給自足的な生業経済を

基盤にした生活は,必 ず しも今日の都市住民にとって,現 金収入が途絶えた後の生活

を保証するものとはなっていないことも,今 日の還流性を特徴づける。慣習地や海を

利用する生業についての知識や技術の面で 「無知」であるという事実が,無 視できな

い問題として立ちあらわれている。

　 ホニアラ住民の還流についてのこのような特徴の背景には,基 本的に ソロモン諸島

民の間に,都 会と村をまったく異質な生活空間と認識する前提がある。筆者がイン タ

ビューした都市労働者(主 として公務員)は,お しなべて 「ホニアラにはホニアラの

生活のルールがあり,村 の常識が通用するわけではない」と語っていた。た しかにホ

ニアラでも,定 職者を中心に,彼 らに寄生する同郷のマスタ ・リウなどか らなる 「村

的な」人間関係がつ くり出されている。 しか し,こ こでいう 「都会と村」の2分 法的

な見方は,住 民と住民の居住環境に占める近代的(西 洋的)要 素 との距離感に起因す

るものである。現代のホニアラ住民を主として構成する定職者 とマスタ ・リウをみる

と,定 職者は概して将来的に近代的環境 との距離を広げようとする(つ まり,出 身の

231



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国立民族学博物館研究報告別冊　　21号

村社会との距離を縮め ようとする)。他方マスタ ・リウは,現 金収入を求めて(あ る

いはただ単に都会の 「きらめ く」雰囲気に身をおきたくて),近 代的環境と自分との

距離を限 りなく近いものにしておこうとする。定職者とマスタ ・リウは,そ れぞれの

滞在目的や滞在の仕方は異なっても,都 市にいる 「用事」(単なる都会の 「きらめき」

に身を置くことも含めて)が あるからそ こに留まっている。 したがって,都 市にいる

必要がな くなれば(あ るいは,い られない事情が生 じれぽ),定 職者 とマスタ ・リウ

の別な く,村 に還流する。 ソロモン諸島民は,ホ ニアラという都市空間を出身の村 と

の関係において相対化 し,個人個人が,近 代との距離の変化に応 じて双方の空間を「使

い分け」17)ようとしているのである。

お わ り に

　それでは,そ のような現在の都市に関する一般状況は,本 稿の第1節 で述べた 「持

続可能な開発」という今 日の経済開発に関わる支配的な言説 と,ど のようなつなが り

をもつのであろうか。

　 「持続可能な開発」は,あ くまでも自然環境の保全(自 給 自足的生業様式の維持 ・

持続)を 条件として経済開発を推進 しようとする理念である。つま り,条 件付きで,

村を近代的な意味における生産の場とすることである。この開発の理念は,す でに述

べたように,急 速な経済成長を求めるものではないし,資 本主義的な拡大再生産ばか

りを志向するものでもない。言い換えると,そ れは,村 社会に 「程 よい近代」を導入

しようとするものといえる。そして,そ こか ら得る現金を消費するために,人 びとは

そのような開発だけでは生み出せないものや施設(あ るいは雰囲気)を 提供する都市

へ向かお うとする18も

　本稿の冒頭で,ソ ロモン諸島を含めたオセアニア島嶼地域の都市を,「近代世界シ

ステムとい う分業体制において果たすべき役割を遂行するための空間」 と表現 した。

現在においても,同 地域は,さ まざまな商品や資源,サ ービス,金 融などの国家間の

連鎖を通 じて,事 実 としてそのシステムに組み込まれているのであ り,そ のようなマ

クロレベルの都市認識に,基 本的に誤 りはないであろう。

　 しか し今 日,ソ ロモン諸島民にとって,ホ ニアラというソロモン諸島における唯一

ともいえる都市的空間は,世 界システムにおける分業活動のための場所(世 界システ

ムの中核地域とを結ぶ 「貯蔵庫」としての空間)と してよりも,ソ ロモン諸島民が必

要なときに近代的(西 洋的)な ものをとりにくる場,あ るいは近代的なものに接する
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ための場 として捉えられている。つま りそこは,ソ ロモン諸島民が村社会における「程

良い近代」を維持するための 「近代の貯蔵庫」 としての役割を担 っているのである。

そこに,「持続可能な開発」という開発理念 と,都 市(ホ ニアラ)と 村社会の 「使い

分け」とい う空間利用に関わる 「思惑」との連続性を見いだすことができる。

　 しかし現実には,村 社会における 「程よい近代」を目指す 「都市と村の使い分け」

は十分に機能しているわけではない。そのことは,第1節 で述べたように,こ の開発

理念が実践に十分に反映されていないという現状に起因する。ホニアラに住む定職者

や高学歴の者が村の生業環境にすぐにはとけ込むことができないとい う事実や,村 に

はコブラ生産以外にめぼしい収入源がなく,仕 事を求めてホニアラへやってきても容

易に仕事がみつからない,あ るいは経済的にワン トークに寄生 しているので欲 しいも

のがあっても簡単には手に入らないなどの都会と村社会における現実が,そ のことを

端的に表 している。

　 19世紀後半期には じまるソロモン諸島の 「近代」は,主 として植民地統治を通 じて,

西洋的意味における都市 と経済開発を同地域にもたらした。それらは,同 地域を世界

システムの 「辺境」に位置づける役割を果たす と同時に,と くに独立後においては,

「辺境」から脱するために,あ るいは 「辺境的」状態を軽減するために不可欠な要素

としても考えられてきた。だが,都 市を 「近代の貯蔵庫」と位置づけ,村 に 「程良い

近代」的状態のみを求める上記の 「使い分け」の論理は,逆 にソロモン諸島を 「辺境」

に固定す ることにつながるものである。そこから急速な経済成長や投資の拡大が生み

出されるとは,と うてい予測できない。このような都市と経済開発に対する現在のソ

ロモン諸島民の見方は,近 代化主義やグローバ リズムなどの 「近代」を象徴する支配

的言説とは異質なものであり,今 日のソロモン諸島における新たな 「近代の産物」と

して指摘することができよう。

注

1)1893年 にイギ リス領 に編入 されたのは,ニ ュージ ョージア島,フ ロリダ諸 島,ガ ダル カナ

　ル島,マ ライタ島,サ ンク リス トバル島,サン タクルーズ諸島である。 ドイツ領 ソロモン諸

　島(シ ョー トラン ド諸 島,チ ョイスル島,サン タイサベル島)は,1899年 にイギ リス領 となっ

　た。

2)1.ウ ォーラーステイン は,近 代以降,世 界 はひ とつの資本主義経済 システム として統合 さ

　れている と述べ る。それ は,広 範な領域 に広 がる単一 の分業体制 と多様な文化 システムを含

　む国民 国家 間 システムであ り,ひ とつの国家 として政 治的に中央集権化 されているわ けでは

　ないが,経 済的には中核一半辺境一辺境 とい う3つ の地域か らなる構造 のもとに中央 集権化

　 され,中 核地域 の人び とに よって支配 されている(ウ ォーラーステイ ン1987)。
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3)マ ライタ島出身で,戦 後国会議員 にもな ったJ.フ ィフ ィイは,彼 の 自伝 の中で,コ コヤ

　 シ農園 で働 くソロモン諸 島民 の姿を紹介 している。「プラン テーシ ョン(農 園)で は,辺 り

　 が まだ暗い うちにベルでたた き起 こされ,こ き使われ た。病気 で起 きあがれない ときで も,

　 上司の 白人は水の入 ったバ ケツをもってきて浴びせか けた。仮病 では な く本当にひ どい時 で

　 も,瀕 死 の状態 になるまで働 かせたのであ る。(中 略)プ ラン テー ションで2年 間働 くと,

　 まるで死人 の ようにぽ ろぽろにな って しまう。(中 略)そ の人に何が起 こっても,た だそれ

　 だけ の ことで,死 んだ ところでまたそれ だけの ことであ った」(フ ィフ ィイ ・キ ージ ング

　 1994:219-221)0
4)本 稿でい う村社会 とは,通 常,複 数 の親族集 団の成 員に よって構成 され る人 口300～1,000

　 人規模の村落である。 ソロモン諸 島の総人 口の約80パ ーセ ン ト以上は このよ うな村に居住 す

　 る。主に焼畑農耕 によってタ ロイモや ヤムイモな どを栽培す る自給 自足的 な生業経済下にあ

　 る。

5)親 族集団は,外 婚単位 と土地権 とい う2つ の レベルで認識 され る。あ る個人は,出 生 とと

　 もに外婚単位である親族集団 に帰属す る。 しか し,個 人 の成員権は,親 族集団のほかに,特

　 定の土地 との関係でも規定 され る。つ ま り,外 婚単位 としての親族集団は,一 定範囲の土 地

　 に権利を もつい くつか の集団 に分節 してい るのである。本稿 では,そ の よ うな分節集団を と

　 くに 「土地所有集団」 と呼ぶ ことにす る。

6)た とえぽ,ソ ロモン諸島最大 の人的 ・組織的規模を もつ ソロモ ン諸 島開発 トラス ト(Solo-

　 mon　Islands　Development　 Trust)は,村 社会の人 び とに対す る開発やその他 の近代的 な事柄

　 に関す る啓蒙活動 を積極的 に行 ってい る。組織 の代表 を含 めて,ス タ ッフの大半は ソ ロモ ン

　 諸島民である。

7)た とえば,地 球 サ ミッ トで採択 されたア ジェンダ21は,地 球 レベ ルで持続可能な開発を定

　 着 させ るための行動 目標 であ り,同 サ ミット参加各 国に よって調 印された。そ こに盛 り込 ま

　 れた内容は,人 口問題,森 林 消失や砂漠化の問題,農 山村の開発 など,多 岐にわた ってい る。

8)　 ソロモ ン諸島国政府森林局発行 の 『ソロモ ン諸 島森林資源調査中間報告 ・イサベル編』に

　 よると,村 社 会の人び とは,外 国企業に よる商業伐採 の破壊的影響 につ いても知識を もって

　 お り,そ うい う情報はNGO(と くに ソロモ ン諸 島開発 トラス ト)に よる開発 と環 覧に関す

　 る啓蒙活動 に よって形成 された と述べてい る(Forestry　Division　1992:56)。
9)　 この数字 は,政 府が毎年発行す る公式 カレンダーに記載 されて いるものであ る。 ソ ロモン

　 諸島 におけ る人 口調査 は1986年 以降お こなわれ てお らず,そ の時 の人 口増加率35パ ーセ ン

　 トを もとに,毎 年推計値を出 している。

10)　 ソロモン 諸島民は,慣 習地 に対す る伝統的土地権 について,1次 的権利(primary　 right)

　 と2次 的権利(secondary　 right)と い う2つ の権利 を認識 している。 しか し,実 態 的には,

　 それ らに加えて3次 的権利 ともい うべ き権利が存在す る。1次 的権利は土地権を次世代に相

.続 させ るための権利で あ り,2次 的権利は生業活動 をおこなった り,住 居を建てて居住する

　 ための権利であ る。通常,伝 統的土地権所有者 とは,こ の2つ の権利 のいずれか一方(1次

　 的権利所有者は,同 時 に2次 的権利所有者で もある)を もつ者を い う。3次 的権利 とは,異

　 な る土地 所有集 団の者が饗宴 などの必要な手続 きを とることによって取得す る権利 であ る。

　 原則 として,日 常的な生業活動 を 目的 とした土地利用 しか認め られない。

11)太 平洋戦争 前に ソロモン諸島で ココヤ シ農園を経営 していた 白人の中には,戦 争 に よって

　 荒廃 した農園を建 て直す資金や意欲を失い,農 園をそ のまま放置す る者 も多 くいた。 そ こで

　 植民地政府は,そ れ らの農園を ソロモン 諸島民 自身 に よって運営す る政策を とった。 またそ

　 れ と同時に,慣 習地における輸 出用 コブラの生産 も積極的に奨励 した(Belshaw　 1948:98)。
12)第 皿節 の内容 に関わ るデータは,筆 者の1987～89年 までのホ ニア ラ滞在(協 力隊員 と して),

　 1990年 と1992～1994年 までの間にお こな ったチ ョイスル島 とサン タイサベル島調査 時のホニ

　 アラ滞在,お よび1997年 にお こな ったホ ニア ラ調査(予 備的調査)に おいて収集 した もので

　 あ る。

13)同 じ言語 を母語 とす る人 を,通 常,ピ ジン ・イン グ リッシュで 「ワン トーク」(英 語 の

　 one　talk)と 呼ぶ。 ソ ロモン諸 島には70以 上の言語が存在 し,ひ とつ の島の中で も,北 部 と

　 南部で まった く異なる言語 が母語 として話 され ているとい う状況 も珍 しくない。

14)ス クウォッタースは,ホ ニアラの都市建設初期か らみ られ る無 断土地占拠地域 のこ とであ

　 る。 とくに1960年 代以降,そ の人 口は増加 した。太平洋戦争後,ホ ニアラの土地はす べて公

　 有地にな り,家 屋を建て るには政府 の許可が必要 であった。 しか し,第 豆節で述べた ように,
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　 職場 の用意す る宿舎は不足 しがちであ り,持 ち家は手の届 かない ものであった。その上,島

　 から次 々に ワン トークがホ ニア ラへ出て くるとい う事 態が生 じていた。そ こで,主 としてマ

　 ライタ島出身者が,ワン トークごとに,政 府に無断でホ ニア ラの縁辺部 を中心 と した地域に

　 サ ゴヤシの葉 な どのブ ッシ ュにあ るものを使 って家を建 て,村 的 な生活空間をつ くりだ した。

　 現在,'ス クウ ォ》タースに居住す る者 は,家1軒 あた り1年 間に100ソ ロモン ドル(約3,100

　 円)の 地代をホ ニア ラ町役場(Honiara　 Town　 Counci1>に 支払わなけれぽならないことにな っ

　 てい る。

15)　 しか し,定 職者 の中にも,住 宅難か ら住宅 を提供 されずにい る人たち もいる(と くに 中級

　 以下の公務員が多い)。 そ うい う人 は,家 をもつ ワン トー クの世 話にな るか,職 場に寝泊 ま

　 りす ることになる。

16)　 メラネ シア系,ポ リネシア系の人び とは,中 国系の人び とに対す る 「よそ者」感をぬ ぐい

　 去れず,双 方 の間に通婚関係や ビジネスパー トナー として の関係を築 くとい うような社会的

　 つなが りはほとんどみ られない。

17)　 この点につ いては,筆 者が オーガナイズ した 日本 オセアニア学会第15回 研究大会 シ γポジ

　 ウム 『オセア ニア島嶼 の開発』(1998/3/21)に おける白川千尋氏(日 本学術振興会特別 研究

　 員　現 ・川崎医療福祉 大学助教授)の 発表 「開発 が来 ない島の人 々と開発一一ヴァヌア ツ共和

　 国 トンゴア島民の場合」か らも,大 きな示唆を得た。 ・

18)実 際 には,村 で暮 らす人 び とは,村 の 「よろず屋 」風 小商店 で近代的物資を消費す ること

　 になるが,店 で販売 され る商品はすべてホニアラか ら直接的,間 接的に運ばれて くる。
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